
「個別の指導計画」の日常的な活用を目指して

通常学級においても「個別の指導計画」を基にした授業を行うことで，計画的・継続的な指導を
行うことができます。また，ＰＤＣＡサイクルを機能させながら指導の評価及び改善を図ることが
大切です。

〈「個別の指導計画」の作成と活用の手順〉

１ 実 態 把 握
○生育歴，学習及び行動等の状況
○各検査等における主な障害・困難の傾向

Ｐ ○担任や保護者の気付きや願い

２ 目 標 設 定
○年間指導目標の設定
○学期の指導目標の設定

Plan

３ 指導計画の作成
○指導内容の選択，配列

(計画) ○指導方法，指導形態の工夫 Ａ
○学習指導案の作成

Action
４ 指 導 の 展 開 ○授業実践，授業記録

○形成的評価 （改善）

□適切な活動の設定
Ｄ ・個々の実態や目標に応じた子どものよさを生かす活動の設定

□学習集団の構成の工夫
・個々の実態や目標を考慮した効果的な学習集団の構成

□学習環境の整備
Do ・個々の子どもの力が発揮される環境（学習場所や座席位置など）

□教材・教具等の工夫
(実施） ・興味・関心をもたせ学習意欲を高める教材・教具や自立的に活動で

きるような補助具等の工夫
□支援の仕方の工夫
・個々の子どもの実態に応じた支援（教材の提示，言葉かけ，介助，
示範など）

５ 評 価 ○学習活動の評価と見直し
○年間・学期の指導目標の評価と見直し

□子どもを評価する視点
・長期，短期目標に合わせた評価

Ｃ ・目標に対応した具体的で客観性のある評価
・学習態度や意欲に関する評価

□教師の指導を評価する視点
・子どもが自分の力で取り組むことができる活動の内容や量の適切性

Check ・指導の手順や支援の工夫の適切性
・教師間や支援員との連携や協力の状況

（評価） ・保護者との連携や協力の状況
□評価結果に基づいた具体的な工夫・改善
・子どもの実態の見直し，指導の目標・内容・方法の見直し

□保護者への報告と説明
・指導の経過や成果の共有

平成25年度　中央地区の教育　p41



・外周を強く意識して見る

とともに，触ってみるこ

とで形の特徴を的確に捉

えることができます。

・文字の読み飛ばしがなく

なり，落ち着いて音読す

ることができます。

・取り組む時間や残り時間

を自分で確認できること

は，活動への安心感につ

ながります。

・適切に行動できたことを

子どもに自覚させます。

自分の行動を抑制する力

が育ちます。

特別な支援を必要とする子どもが，通常の学級にも在籍しています。子どもが学習内容の理解
を深めるためには，つまずきの背景などを理解し，支援の手立てを講じることが必要です。そう
した指導の積み重ねが，全ての子どもにとって分かりやすい授業につながります。

学習のつまずきから具体的な支援の手立てを考える

小学生Ａさんの例

つまずきの状況 つまずきの主な背景 支援の手立て

・口頭による指示を ・説明の内容をよく理解 ・言葉で話すだけでなく，文字や図を同時
理解することが難 することができないた に見せながら話す。
しい。 めに，指示の一部分だ ・説明を繰り返し聞かせたり，説明の内容

けを把握してしまう。 を聞き返したりすることで，指示が確実
に理解できているか確かめる。

・一定の時間，注意 ・ ｢何に｣ 「どれくらい
・１時間の授業を５～15分のまとまりで区を集中させること の時間」取り組むのか
切り，が難しく，課題を 見通しをもつことが難

など，活動の内容と時間をカードで示す。途中で投げ出して しい。
しまう。

・人が言うことを先 ・見たり聞いたりしたこ ・「考えを整理する」「話す順序を考える」
取りして話そうと とを早合点して，自分 など，発言内容のまとめ方を助言する。
するなど，伝えら なりの結論を早急に出 ・「発言を最後まで聞く」「メモをとって聞
れたことを正確に してしまう。 く」など，聞き方のルールを助言する。
理解しないまま反 ・思い付いたことを自分

・発言の仕方や聞き方のルールを，教師が応する。 の中で吟味せずに声に
モデルとなって実践する。出してしまう。

具体的な手立てを指導過程に位置付ける

学習指導案におけるＡさんへの個別の支援例
（例）小学校４年生 算数科「面積」 （本時６/11）

［本時のねらい］長方形の面積の公式を活用して複合図形の面積を求めることができる。

学 習 活 動
教 師 の 支 援

全体への支援 Ａさんへの個別の支援

１ 学習課題をつかむ。 ・今までの図形とどこが ・提示された図形の形が

違うのか明確にさせる 分かるように図形の外

ことにより，解決の見 周部分に色を着ける。

通しをもたせる。 ・手で触れても形を確認
できるように，厚紙で
作ったＬ字型の模型を
渡す。

【問題】上のような図形 ・めあてを意識できるよ ・ノートに書いためあて
の面積を求めましょう。 うに全員で読む。 を，指でたどりながら

読むように話す。

２ 複合図形の面積の ・一つの求め方を考えた ・時間を意識できるよう

求め方を考える。 児童には，他の求め方 に， と書い

を考えさせたり，説明 たカードを手元に置か
を記入させたりする。 せる。

４ 解決した方法を発 ・自分の考えを発表した ・必ず挙手をして指名さ

表し，話し合う。 り，友達の発表を聞い れてから答えるなど，

たりしながら，様々な 発表の仕方を守ること

方法に気付かせる。 ができた時には行動を

ほめる。

支援の解説

特別支援教育の視点を踏まえた授業づくり

読む ５分 考える 10分 書く 10分

実際の学習活動を想定し，

学習指導案では次のように

具体的に示します。

1cm

1cm

考える 10分
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中央管内の小・中学校では，特別支援教育を学校経営の柱の一つとして位置付け，校内支援体制づ

くりに取り組んでいます。特別支援教育の一層の充実を図るためには，自校の校内支援体制を整え，

子どもや学級担任を組織として支えることが大切です。

子どもや学級担任を組織として支えるためのポイント

取組例
(1) 組織の機能を生かした支援体制の構築

それぞれの組織のもつ機能を明らかにし，機能を生かした取組で子

どもを支えます。それぞれの組織の連携を密にすることで，様々な面

からの支援に一貫性が生まれ，子どもの成長を学校全体で支えること

につながります。

全教職員のコミュニケーションを深め，協働支援体制を整備する

校内組織の活性化

① 年間を通して校内支援体制を機能させ，特別支援教育に全校体制で取り組むために，

特別支援教育の年間計画を作成する。

② 特別支援教育コーディネーターをはじめとする，教職員それぞれの役割を明確にす

る。

③ 様々なケースに臨機応変に対応できるよう，各組織の機能を明らかにするとともに，

組織どうしの連携を密にする。

指導・支援の検討と情報の共有

④ 子どもの困難さに対する担任の気付きを教職員間で共有する場や機会を設定する。

⑤ ＊｢個別の指導計画」＊｢個別の支援計画」を基に，子どもの実態，指導・支援のねらい

や手立て，関係機関との連携などについて教職員間で検討し，共通理解を図る。
＊個別の指導計画 … 指導を行うためのきめ細かい計画

＊個別の支援計画 … 他機関との連携を図るための長期的な視点に立った計画

⑥ 「個別の指導計画」「個別の支援計画」を年度ごとに見直し，確実に引き継ぐ。

校内研修の推進

⑦ 自校の状況に応じて研修内容を精選し，指導・支援の改善に結び付く研修会を計画的

に行う。

⑧ 少人数での協議や体験的な活動を取り入れるなど，教職員が主体的に取り組めるよう

な研修方法を取り入れる。

学年部会
学年部に所属する教職員

校内委員会
特別支援コーディネーター，
学級担任，生徒指導主事，
養護教諭，管理職，
その他必要に応じた教職員

職員会議，職員打合せ
全教職員

・子どもの困難さを早期に把握し，迅速に対応します。

・担任や教科担当間で対応の方法を共通理解し，指導・支援します。

・子どもの実態を多面的に把握したり，具体的な指導・支援方法を検討

したりします。

・外部機関の活用について検討します。

・子どもへの支援について評価し，見直します。

・全教職員による情報の共有が必要な子どもについて，実態や指導・支

援方法などを共通理解します。

特別支援教育

子どもや学級担任を組織として支えるために
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(2) 役割分担を明確にする協議シートの活用

教職員の役割分担を明確にすることで，学級担任

が一人で問題を抱え込まないようにすることができ

るとともに，教職員一人一人がもっている専門性や

経験を生かした支援につながります。

(3) ワークショップ形式による事例検討会

ワークショップでは，一人一人の意見が尊重されることから

参加者の当事者意識が高まります。また，多様なアイディアか

ら，より効果的な支援方法を見いだすことにもつながります。

(4) ＊｢特別支援学級スキルアップ授業研修｣を活用した全校研修会
＊

特別支援担当指導主事等が学校を訪問して実施する, ２日間の研修です。

○研修の実際 ２回の研修で，授

業のねらいや構想，

手立ての検討，そし

て，授業の実際と改

善の方向性の明確化

など，授業づくりを

・授業者は，２週間程度の期間で学習指導案を修正し，授業を組み立て直します。 総合的に支えます。

また，全教職員で，

全ての子どもにとっ

て分かりやすい授業

づくりのポイントを

共有することができ

ます。

〈事例検討会の進め方〉

１ 全体会

・事例検討会のねらいの確認

・事例紹介（事例提供者）

・事例への質問（参加者）

２ 支援方法の検討（個人）

３ グループ協議

４ 全体会

・グループごとの発表

・今後の取組（事例提供者）

・まとめ

１ 子どもの様子 …コーディネーターが，話合いの

前に，学級担任から学習面や生活面などの様子を聞き

取り，予め協議シートに記載しておきます。

２ 主な協議内容 …コーディネーターが，協議して

ほしいことを学級担任と相談し，予め協議シートに記

載しておきます。

３ 支援の役割と内容 …コーディネーター等が会議

後に具体的に記入します。記入したシートは，参加し

たメンバーに配付し，情報を共有します。２回目以降

の会議では，前回のシートを活用して支援内容を評価

し，次の支援につなげます。

<協議シート>
子どもの氏名（○○○○） 作成日○年○月○日

１ 子どもの様子 ３ 支援の役割と内容

・話をじっくりと聞くことが苦 ○学級担任として
手で，指示を理解して行動す
ることが難しい。

・言語指示は分かりやすい言

・多動性，衝動性があり，じっ
葉で，一つ一つ順を追って

と集中していることが苦手で
話し…

ある。
・教室からの抜け出しがたびた ○管理職として
びある。 ・緊急時にはすぐに知らせて

２ 主な協議内容 もらい，駆けつける。
・授業時間中の教室からの抜

(1) 子どもへの対応について け出しに対しては…
・教室からの抜け出しに対す
る対応策

○学年主任として・クールダウンの場所
・支援員の配置 ・担任と保護者の面談に同席

(2) 保護者面談について し，一緒に話を聞き…
・面談者
・伝え方
・保護者の意向の確認 ○コーディネーターとして

(3) 外部機関との連携について
・連携の必要性

・専門家・支援チームの巡回

・専門家・支援チームや教育
相談を依頼する。

専門監，特別支援学校への
・支援員に依頼することを…

相談依頼と手続き

参加者全員で事例の背景や問題点を明らかにしていきます。

問題点について，参加者一人一人が支援の内容を考え，付箋紙に書き

出します。

グループになり，付箋紙を模造紙に貼りながら，支援の内容を分類・

整理し，よさや必要性，実現可能という視点で検討します。

事例提供者が，協議で話し合われた支援の内容に優先順位を付け，今

後の取組について発表します。

学校全体として取り組める内容を確認して，支援の方針を決めます。

〈事前〉研修を希望する特別支援学級担任が，学習指導案を作成します。

・学習指導案の作成と併せて，授業づくりのポイントや実態把握の方法，子どもとの

関わり方など，研修で学びたいことを整理しておきます。

〈１回目〉学級担任と指導主事等による学習指導案の検討

・授業の組み立て方，一人一人の実態に応じた具体的な手立てなどを一緒に考えます。

〈２回目〉授業提示と全校授業研究会

・授業のねらいを基に，子どもの目線で授業を参観します。

・授業づくりのポイントについて確認したり，指導の改善点等を協議したりします。

〈事後〉改善点を踏まえて，授業改善に取り組みます。

・改善点を授業で具体化してみることで，自分の授業力が向上したことを実感すること

ができます。
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誰もが互いを尊重し，支え合い，多様な在り方を認め合う共生社会の形成に向けて，障害のある子ども

と障害のない子どもが共に触れ合い，学び合うことのできる仕組みづくりが求められています。中でも障

害のある子どもが教育を受ける場合には，合理的配慮を提供することが必要です。

各学校では，これまでも障害のある子どもが学習に取り組んだり円滑に学校生活を送ったりするた

めに必要な配慮を行ってきました。これらの配慮を法的に位置付け，障害のある子どもが他の子ども

と平等に教育を受けることを保障するために障害者の権利として捉え直したものが合理的配慮です。

また，文部科学省では従来から行われている配慮を基に３観点１１項目に分けて改めて整理しました。

各学校では，これらの観点や項目に照らして自校の取組を検証することが必要です。

従来から行われている配慮 合理的配慮【新しい概念】

※１ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（H25.6成立，H28.4施行)

○行政機関等は，その事務又は事業を行うに当たり，障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨

の意思の表明があった場合において，その実施に伴う負担が過重でないときは，障害者の権利利益を侵害

することとならないよう，当該障害者の性別，年齢及び障害の状態に応じて，社会的障壁の除去の実施に

ついて必要かつ合理的な配慮をしなければならない。（第７条第２項）

※２ 学校における合理的配慮の観点

文部科学省では，障害別に配慮の観点を別表で示しています。

出典：「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」

別表：文部科学省 中央教育審議会報告 平成２４年７月２３日

合理的配慮の提供に当たっては，次のことに留意することが必要です。

特別支援教育 全ての子どもが同じ場で共に学ぶために
～合理的配慮の提供を通して～

１ 従来から行われている配慮と合理的配慮

◇情報の保障

・文字の大きさに配慮した板書の工夫 等

◇環境の配慮

・教室前面の掲示の統一 等

◇心理面の配慮

・クールダウン用の部屋の準備 等

◇学習指導における配慮

・問題数や習熟度に配慮したワークシート

の活用 等

学校における合理的配慮の観点 （※２）

合理的配慮の３観点１１項目

１ 教育内容・方法

・学習内容の変更・調整

・心理面・健康面の配慮 等

２ 支援体制

・専門性のある指導体制の整備

・災害時等の支援体制の整備 等

３ 施設・設備

・校内環境のバリアフリー化

・災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮 等

□学校における合理的配慮の観点を踏まえて，保護者・本人との合意形成ができている。

□「個別の指導計画」や「個別の支援計画」に合理的配慮が記載されている。

□「個別の支援計画」が機能している。

□定期的に評価がなされている。

□学校の設置者との連携が図られている。

２ 合理的配慮の提供に向けて

法律（※１）に位置付けられた障害者の権利学校や教職員の努力による配慮・工夫
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＜潟上市立大豊小学校＞

（平成２５・２６年度 文部科学省インクルーシブ教育システム構築モデル事業モデルスクール）

(1) 合理的配慮の検討・提供に当たって大切にしたこと

(2) 合理的配慮シートを活用したケース会議

学校における合理的配慮の観点で作成し

たシートを用い，ケース会議を開きます。

参加者が，対象児童に提供した合理的配慮

を付箋紙に書いてシート上に整理します。

実際に提供した合理的配慮とまだ提供して

いない合理的配慮が一目で分かり，話合い

の焦点化を図ることができます。

(3) 合理的配慮提供の手順

◇実践を通して全教職員で共通理解したこと
・複数の目で児童の実態を見つめ，話し合い，合理的配慮を丁寧に積み重ねる。
・家庭と学校がしっかりと連携し，チームで児童を支える。
・「個別の指導計画」「個別の支援計画」に行うべき合理的配慮を明記し引き継ぐ｡

例示した対象児童は，以上のような取組を踏まえた合理的配慮の提供により意欲的に学習に取り組
むようになりました。また，対象児童への配慮として作成した教材が他の児童にも効果をもたらすこ
とが分かりました。大豊小学校では，合理的配慮の提供をきっかけにして全ての児童が分かる，でき
る授業づくりを進めています。

３ 実践事例

・児童・保護者，担任，特別支援教育コーディネーターが

共同で合理的配慮を検討した。

・合理的配慮シートを活用し定期的なケース会議を行い，

検証と改善を行った。

・特別支援教育コーディネーターが，管理職，担任等と

日常的に情報交換した。

１ 合理的配慮についての児童を交えた合意形成

２ 合理的配慮の定期的な見直し

３ 日常的な情報交換

１ 本人を交えた検討は，児童の今を支
える合理的配慮を検討するだけではな
く，将来の自立に必要な自己解決の意
識を高めることにもつながります。

検 討
合理的配慮の検討

(管理職・担任・

特別支援教育コーディネーター)

合意形成
提供される合理的配慮の共通理解
(児童・保護者・担任・

特別支援教育コーディネーター)

提 供
合理的配慮の提供

（担任・支援員・保護者等）

評価・見直し
提供した合理的配慮の評価・変更
(管理職・担任・
特別支援教育コーディネーター)

ケース会議（月１～隔月）

通

年

年
度
始
め

２ 合理的配慮の効果について関係者で
話し合い，学習活動や児童の実態に応
じてより適切な支援を提供します。

３ 担任の不安を取り除くために，日常

的な情報交換を通じて，互いが多様な

アイディアを出し合いながら合理的な

配慮を変更・調整します。

（合理的配慮シートの例） 対象児童名（○年 ○○ ○○）

観 点
継続・

実施済
新規実施予定

教
①－１－１

育
学習上又は生活

内
上の困難を改善

容
・克服するため
の配慮

教 ①－２－１

育 情報・コミュニ

方 ケーション及び

法 教材の配慮

板書を写真に

撮る。

座席を前に変更

する。

めあてや問題文

を記入したプリ

ントを渡す。

通級指導教室を

利用してＳＳＴ

の学習を行う。
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２ 障害特性を考慮した対応

学習障害（ＬＤ），注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ），高機能自閉症，アスペルガー症候
群など，発達障害がある子どもは，知的発達の遅れが目立たないこともあり，大人が認知面や
行動面，対人関係等の困難に気付かず，障害特性に応じた適切な支援を受けることができない
ケースがあります。このような子どもたちは通常の学級において，様々な困難があるにもかか
わらず，適切な支援を受けることができず，周りの子どもたちの誤解も加わり学習意欲や自己
肯定感が低下していきます。その状況が続くと障害特性である一次的障害に加えて，本来でき
ていたことができなくなるなどの二次的障害が起こる可能性があります。

一次的障害から二次的障害へ

*1 内在化障害：情緒的な問題として自己の内面的な苦痛が生じること

*2 外在化障害：行動上の問題として他者に向けて表現すること

二次的障害は，一次的障害に対して適切な支援を実施すれば予防することができます。発達
障害がある子どもに対しては，その特性を理解した上で適切な支援を行い，学習意欲や自己肯
定感の低下を防ぐなど，自信や意欲，安心感をもたせるような対応が求められます。

「学習意欲の低下」を防ぐための支援

具体的な支援

□学習活動への見通しがもてないため ・子ども自身で学習内容を確認できるようなスケ
安心して学習に参加できない。 ジュール表を準備する。

・絵や写真など視覚的な手掛かりを提示する。
・学習活動の終わりやゴールを明示する。
・予定の変更がある場合はその都度知らせる。

□学習に直接関係のない様々なものに ・黒板の周囲の掲示物を必要最小限にして，視界
注意が向きやすく，学習に集中でき に入る刺激を少なくする。
ない。 ・窓側を避けるなど，座席の配慮をする。

・光や音の刺激が強い場合はイヤーマフ（ヘッド
ホンの耳あて）やパーティション（簡易な仕切
り）などを使用して，刺激を取り除く。

□自分から教職員に対してやってもら ・「休ませてください」，「手伝ってください」
いたいことを伝えるのが難しい。 など，休憩や援助を求める方法を指導する。

□必要な物の所在が分からず，安心し ・机や棚の整理整頓を自分で行うことができるよ
て学習に取り組めない。 うに，置き場所を教室掲示などで明示する。

・片付けの手順をカードで準備しておく。
□精神的に不安定になると，パニック ・気持ちが不安定になったときの対応策や教室外
を起こしてしまう。 で落ち着くことができる場所を，本人と相談し

た上で決めておく。

１ 二次的障害が生じる状況

特別支援教育 二次的障害への対応

内在化障害
＊１

・不登校 ・適応障害

・ひきこもり ・緘黙 など
かんもく

外在化障害
＊２

・教室内での立ち歩き

・教室からの飛び出し など

・学習障害（ＬＤ）

・注意欠陥／多動性障害

（ＡＤＨＤ）

・高機能自閉症

・アスペルガー症候群

など
低下

●適切な支援を受けること

ができない状況

●周りの子どもたちの誤解

学習意欲

自己肯定感

二次的障害一次的障害

障害特性による困難な状況
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「自己肯定感の低下」を防ぐための支援

具体的な支援

□指示を理解して行動できない。 ・長い説明を避け，情報を一つ一つ提示する。
・指示代名詞や例え話を避けて，映像を思い浮か
べられるよう，想像しやすい言葉を使う。

・全体への指示の後に，個別に指示を伝えたり，
復唱したりする。

・子どもの実態や状況に合わせて，言葉の指示と
文字や写真，絵カードを併用する。

□自分から意思表示をすることが少な ・分かりやすい表現の選択肢を準備し，二者択一
い。 から始め，徐々に選択肢を増やしていく。

・実際に選択したことを体験できるようにして，
選択肢と選択した結果を結び付ける。

□いつも注意や叱責などを受けている ・否定的表現を避け，肯定的表現で話す。
感覚でいる。 例：「～すると，～できない。」

→「～したら，～しよう。」
・アイメッセージを使って，自分の気持ちを伝え

＊３

る。
・子どもの実態に応じて，スモールステップ逆行

＊４

連鎖を取り入れるなど，指示や注意を少なく
して褒める機会を多くする。

□褒められても，何について褒められ ・目標達成や課題遂行を具体的な言葉で褒める。
ているのかよく分からない。 ・努力の過程の中で励ましながら褒める。

・表情や動作，アイコンタクトなど，言葉以外の
方法も併用して褒める。

*3 アイメッセージ ：指導者が「私」を主語にし，自分自身がどう感じているかという思いを語る方法。

例：「静かにしてください。」→「大きな声を出す必要があって困っています。」

*4 スモールステップ逆行連鎖：手順を細かく分けて，ゴールから逆算して教えていく方法。目標設定が逆行するこ

とで目標を達成できることが多くなり，褒める機会の増加につながる。

実際に二次的障害が生じている場合は，特別支援教育コーディネーターを中心に特別支援教
育の校内支援体制を活用し，全校体制で二次的障害への対応に取り組む必要があります。二次
的障害は様々な要因が複雑に絡み合っているため，学校だけでの対応が難しくなるケースが多
く，家庭や関係機関との連携を図りながらチームで対応していくことが求められます。また,
その際には，特別支援教育コーディネーターが関係機関との連絡・調整をする役割を果たして
いくことが重要です。

＜関係機関の相談申込み方法について＞

*5 巡回相談 ：各市町村教育委員会を通して，中央教育事務所・同由利出張所に申込む。

*6 広域カウンセラー：各校で直接，各地区の代表カウンセラーに連絡し，日程調整の上，中央教育事務所生徒指導

担当に申込み書をＦＡＸで送付する。

*7 ふきのとう秋田 ：電話で直接申込む。県立医療療育センター内にあり，子どもから大人まで発達障害のある人

や家族などからの相談を受け付けている。

３ 二次的障害が生じている場合の対応

◇校内支援体制の活用例

・校内委員会やケース検討会等の実施による支援内容の検討と評価

・職員会議等において全校職員による情報の共有 ・生徒指導部と連携した対応

◇関係機関との連携の例

・専門家・支援チームによる巡回相談 ・市町村教育委員会との連携
＊５

・特別支援学校のセンター的機能の活用 ・医療機関への情報提供

・スクールカウンセラー，広域カウンセラーの活用
＊６

・発達障害者支援センター（ふきのとう秋田）への相談
＊７

障害特性による困難な状況
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子ども一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援の充実を図るために，校内支援体制を機能させる

とともに，特別支援教育コーディネーターを中心に，関係機関の専門性を活用した連携を進め，チーム

としての学校の組織力を向上させて，子どもや学級担任を支えることが大切です。

１ 関係機関の専門性を活用した連携

関係機関との連携では，対象となる子どもの教育的ニーズを把握し，連携する目的に応じた機関を

活用することが大切です。連絡調整の窓口は，特別支援教育コーディネーターになります。また，各

関係機関の支援内容を明記した個別の支援計画を作成し，情報を共有する必要があります。

具体的な関係機関や活用できる事業 連携の目的及び内容

① 特別支援学校のセンター的機能，専門 関係機関や事業 依頼できる主な内容
監派遣事業
→障害種に応じて，各特別支援学校に申し込む。 ①②③④ ・実態把握の方法についての助言

② 専門家・支援チームによる巡回相談 ①②③④ ・指導上の参考にするための検査の

→教育事務所指導主事，特別支援学校教育専門監等で 実施 ※実施には保護者の同意が必要です。

構成。市町村教育委員会を通して，中央教育事務所 ①②③ ・個別ケース会議への参加
教 又は同由利出張所に申し込む。

①②③④ ・具体的な指導・支援方法の検討に
育
③ 特別支援教育地域センター（特別支援 際しての専門的見地からの助言

機
教育アドバイザー）への相談 ①②④ ・特別支援学級の授業づくりの相談

関
→中央地区は男鹿市立船川第一小学校，由利本荘市立 ①②④ ・障害の理解と対応についての研修
鶴舞小学校，同岩谷小学校（相談ルーム），秋田市

①② ・医療や福祉機関の情報提供
教育研究所に設置。設置校や研究所に申し込む。

① ・特別支援学校高等部進学に関する

④ 総合教育センター支援班への相談 相談

→総合教育センター支援班特別支援教育担当に直接申 ※①～④は目的及び内容に応じて活用できる
し込む。

関係機関や事業を示しています。

○各市町村教育委員会の学校教育課など ・小学校入学，中学校進学，特別支援学校転籍に関
する相談

行 ・支援員の配置に関する相談
政 ・通級指導（他校）の利用に関する相談
機 ・特別支援学級の教育課程についての相談
関 ・指導要録等関係書類についての相談

・合理的配慮の基礎的環境整備に関すること

○既に受診している場合 ・診断，通院，服薬状況等，学校への情報提供
医

※保護者の同意が必要です。 ・言語聴覚士（ＳＴ）や作業療法士（ＯＴ）との相
療

互情報交換，参観等
機
○受診していないが，子どもの困難さが障害に起因していると想定される場合は，各校で医療機関
関を紹介しますが，不明な場合は特別支援学校や教育事務所等に相談することも可能です。

① 市町村の福祉担当課，福祉事務所等 ・各種手帳の交付申請に関する相談
福

・地域生活支援事業の手続き（日中一時支援等）
祉
② 児童相談所 ・各種手帳の判定に関する相談

機
③ 発達障害者支援センター（ふきのとう ・子どもから大人までの発達障害をもつ人や家族の

関 秋田) ※県立医療療育センター内 相談

そ ○ＮＰＯ法人や，親の会などの地域の支援 ・地域での余暇活動についての相談

の 機関 ・障害をもった子どもの子育てについての保護者の

他 相談

特別支援教育 チームとして取り組む子どもの指導や支援
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２ 関係機関と連携した困難事例への対応（Ａ小学校の事例）

Ａ小学校では，困難さに応じた指導や支援が必要な子どもに関わる全ての教職員で，必要に応じて

随時，ケース会議を開いて，指導や支援の方向性を確認しています。関係機関との連携が必要である

と判断した場合は，助言を受けたいことを絞り込み，どの関係機関と連携すべきか明確にした上で，

目的に応じた具体的かつ専門的な助言を受けています。

学校と家庭で子どもの困難さについての捉え方が異なった事例

学習面，生活面全般において個別の指示や確認が必要な子ども

ケース１

子どもの困難さに

ついての捉え方

＜保護者＞

・勉強についてい

けない。

＜学級担任＞

・学習面，生活面

全般において個

別の指示がない

と動けない。

ケース会議

［メンバー］

特別支援教育コーディネー

ター，学級担任

［連携の目的及び内容]

子どもの状況を学校と保護

者で共通理解したい。

●保護者への伝え方についての助言

専門家・支援チームによる巡回相談

・子どもの様子や，指導上の留意

点，配慮事項を表などにまとめ

て，保護者に提示

医療機関

・診療情報の提供

子どもに関わる教職員がそれぞれ独自の関わりをしている事例

衝動性が強く，自分の要求を通そうとして周りからの制止がきかなくなる子ども

ケース２

・常に子どもから目

が離せないため,

多くの教職員（管

理職, 学級担任，

特別支援教育コー

ディネーター，生

徒指導主事，通級

担当者，特別支援

教育支援員）が関

わり，それぞれが

独自の対応をして

いる。

ケース会議

［メンバー］

特別支援教育コーディネー

ター，学級担任，子どもに

関わる教職員

［連携の目的及び内容]

子どもに関わる教職員全員

が, 同じ対応ができるよう

に，支援体制を明確にして

， 校内で情報を共有したい。

●子どもの実態把握と，特性に応じた

対応の仕方についての助言

特別支援学校のセンター的機能

・子どもの行動の特徴等について

関わる教職員間の共通理解

●支援体制についての助言

専門家・支援チームによる巡回相談

・目指す子どもの姿と，そのため

の手立ての協議

→個別の指導計画の作成

・支援についての保護者説明

通常の学級で学習が難しくなってきた子どもの進路指導に関する事例

通常の学級か特別支援学級かで迷っている子ども，保護者

ケース３

・通常の学級での指

導では，みんなと

同じ学習内容を同

じペースで学ぶこ

とが難しくなって

きている。

ケース会議

［メンバー］

保護者，特別支援教育コー

ディネーター，学級担任

［連携の目的及び内容]

本人，保護者が納得できる

選択を促したい。

●進路選択の方法についての助言

市町村教育委員会

○保護者と子どもに対して

・中学校の情報提供

・学校見学と教育相談の実施

○小・中学校に対して

・子どもの情報を引き継ぐため

の話合いの場の設定
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特別な支援を必要とする子どもは全ての学級に在籍している可能性があるため，全教職員が特別支

援教育の目的や意義を理解することが大切です。学習面や行動面に「困難さ」を感じている子どもの

実態を的確に把握した上で，個に応じた様々な「手立て」を検討し，指導する必要があります。

１ 各教科等の学習指導における配慮や工夫について

各教科等の小学校及び中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説の「指導計画の作成と内容

の取扱い」に，障害のある子どもへの配慮について，各教科等の具体例が記載されています。

○文章を目で追いながら音読することが困難な場合

・自分がどこを読むのかが分かるように，教科書の

文を指などで押さえながら読むよう促す。

・行間を空けるために拡大コピーした文章を用意す

る。

・語のまとまりや区切りが分かるように分かち書き

した文章を用意する。

・読む部分だけが見える自助具（スリット等）を活
読

用する。
む

（小学校国語編より）
こ

と
○文章を読み取り，数量の関係を文字式を用いて表

すことが難しい場合

・生徒の経験に基づいた場面や，興味のある題材を

取り上げる。

・解決に必要な情報に注目できるよう印を付ける。

・数量の関係をイメージできるように，場面を図式

化することなどの工夫を行う。

（中学校数学編より）

書 ○自分の経験を文章にしたり，考えをまとめたりすることが困難な場合

く ・考える項目や順序を示した学習シートを準備する。
こ ・自分の考えたことを，事前に話し言葉や動作で表現してから文章を書くようにする。

と （小学校生活編より）

○実験の手順や方法を理解することが困難であった

り，見通しがもてなかったりして，学習活動に参考
加することが難しい場合え

・学習の見通しをもてるよう，学習課題や実験の目る
的などを明示する。こ

・実験の手順や方法を視覚的に表した学習シート等と
を掲示したり，配付したりする。

（小学校理科編より)

特別支援教育 一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援

▲半透明のスリットを使用し，読む
部分が見えるようにしている。

▲てんびんを用いることで，左辺と
右辺が等しいことをイメージでき
るようにしている（中１方程式）。

▲これまで
の学習の
流れや，
着目させ
たい視点
を示して
いる。
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２ 自立活動について

自立活動は，特別支援学校の教育課程において特別に設けられた指 特別支援学級の教育課程

導領域です。新学習指導要領で，特別支援学級と通級による指導にも 各 教 科

自立活動を取り入れることが新たに示されました。 道 徳

自立活動は，個々の子どもが自立を目指し，障害による学習上又は 外国語活動・外国語

生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，態 総合的な学習の時間

度及び習慣を養う指導のことです。 特 別 活 動

自立活動の指導は，学校の教育活動全体を通じて行うものであり， ＋

特設する自立活動の時間はもちろん，各教科，道徳，外国語活動，総 自 立 活 動

合的な学習の時間，特別活動の指導との密接な関連を保つことが必要

です｡

◎自立活動の指導内容例

特別支援学校学習指導要領解説自立活動編「第６章 自立活動の内容」には，六区分２７項目に

ついて，障害のある子どもの具体的指導内容例が解説されています。発達障害に関する例が多く示

されており，以下に自閉症に関して抜粋します。

○体調の管理に関する指導 1-(1) ○感覚過敏を避け理由や意図を知る指導 4-(2)

○刺激の調整や他者への依頼等の指導 1-(4) ○補助，代行手段の適切な活用の指導 4-(3)

○健康状態の維持・改善を図る指導 1-(5) ○行動の手掛かりとなる概念形成の指導 4-(5)

○情緒の安定を図る指導 2-(1) ○作業に必要な動作の指導 5-(5)

○状況を理解した適切な対応等の指導 2-(2) ○望ましい方法で意思や要求を伝える指導 6-(1)

○他者と気持ちの共有を図る等の指導 3-(1) ○コミュニケーションの基礎に関する指導 6-(2)

○相手の立場，考えを推測する指導 3-(2) ○コミュニケーションの選択と活用の指導 6-(4)

○感覚や認知の特性への対応等の指導 3-(3) ○状況に応じたコミュニケーションの指導 6-(5)

○刺激の調整や他者への依頼等の指導 1-(4)

＜１ 健康の保持 (4) 障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること＞

感覚の過敏さやこだわりがある場合 → 他者に依頼したり，自ら刺激の調整を行ったりして，

気持ちを落ち着かせることができるようにする。

・感覚の過敏さがある。 手立て ・別の場所に移動する。

・大きな音が苦手である。 ・情緒が不安 ・刺激を調整する。

・こだわりがある。 定になる。 ・他者に依頼して予定を

・物事が予定通りに進まない。 対 応 説明してもらう。

○情緒の安定を図る指導 2-(1)

＜２ 心理的な安定 (1) 情緒の安定に関すること＞

他者に自分の気持ちを適切な方法で → 興奮を静める方法を知ることや，自分の気持ちを伝

伝えることが難しい場合 える手段を身に付けられるようにする。

・自分の気持ちを適切な方法 手立て ・慣れた活動に取り組む｡

で伝えることが難しい。 ・情緒が不安 ・興奮を静める方法を知

・自分をたたいてしまう。 定になる。 る。

・他者に対して不適切な関わ 対 応 ・気持ちを伝える手段を

りをしてしまう。 身に付ける｡

（特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編 p50～p102より）
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◎合理的配慮
学校教育における合理的配慮とは，障害のある子どもが他の子どもと平等に教育を受けられるよ

うにするために，学校が行う必要かつ適当な変更・調整のことです。合理的配慮は，障害のある子

どもに対し，一人一人の障害の状態や教育的ニーズに応じて，個別に必要とされるものです。可能

な限り保護者と合意形成を図った上で決定し，全校体制で合理的配慮を提供します。

◎個別の支援計画への記載例
氏 名 （性別） 学年学級 平成 ○年 ○月 ○日生

本人，保護者 【本 人】・みんなと一緒に勉強したい。

将来や現在の ・友達と仲良くしたい。

生活に関する 【保護者】・落ち着いて授業に参加してほしい。

願い ・気持ちを言葉で伝えてほしい。

教育的ニーズ
・人と関わる力を高める支援

・見通しをもって取り組むための支援

・個別に話す機会を設け，自分の気持ちに気付いたり，

合理的配慮
伝えたりする方法を一緒に相談する。

・活動等の予定を事前に示し，見通しをもたせる手立

てを工夫する。

機 関 名 支 援 内 容 担当等

学 校 ・具体的な内容は個別の指導計画に記載 担任

家 庭 ・人と関わる機会の設定（習い事の利用） 両親

医療・健康 ・○○クリニック（診察：半年に１回） 主治医

余 暇 ・○○クラブ（週１回） コーチ

地 域 生 活 ・町内子ども会（不定期） 両親

福祉・その他 ・放課後等デイサービス（週２回／夏休み） 担当者

評 価
・クリニックには定期通院の他に，服薬調整のため２回受診した。

・習い事やクラブには，学校での合理的配慮の内容を伝えたところ…

◎個別の指導計画への記載例
氏 名 （性別） 学年学級 平成 ○年 ○月 ○日生

保護者氏名 連絡先等

障害名 疾病名 各種検査の結果 障害者手帳の有無等

現在の実態
・短い時間であれば注意を向けたり，集中できる。

・文を読むときにどこを読んでいるか分からなくなる。

本人・保護者 【本 人】・漢字をたくさん覚えたい。他

の願い 【保護者】・基礎学力を身に付けてほしい。他

［例１］・個別の支援計画に記載する。

［例２］・一斉の指示や教材の提示は，注目を促して

合理的配慮 から行い，できるだけ個別に確認する。

・文のまとまりや区切りが分かるように分か

ち書きをしたり，目印を付けたりする。

目 指 す 姿 ・１０分間程度集中して活動に取り組むことができる。

（ 目 標 ） ・書かれている内容を読み取ることができる。

具 体 目 標 指導の内容，具体的な手立て等 変 容 評 価

教科書の音読 ・拡大した教材文を使用し，文のま ・次第に自信 ・文のまとま

ができる。 とまりに目印を付けたり，新出… をもって… りや意味…

担任名及び特別支援教育コーディネーター名等

特別支援教育 個別の指導計画等への記載による合理的配慮の提供

◇個別の支援計画や個別の指導

計画は，特別支援学級と通級

による指導対象者全員につい

て作成し，活用することが，

学習指導要領（平成２９年告

示）に示されています。

◇個別の支援計画，個別の指導

計画に決まった様式はありま

せん。各校の実情に応じた様

式を作成します。

◇合理的配慮については，保護

者及び本人と学校が面談を行

い，合意形成を図った上で記

載します。

◇記載した内容について，全教

職員で共通理解を図ります。

◇合理的配慮の記載欄について

は，次のことに留意します。

・個別の支援計画を作成して

いる場合は，合理的配慮の

欄に例１のように記載しま

す。

・個別の支援計画を作成して

いない場合は，例２のよう

に具体的に記載します。
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特別支援学級の教育課程は，小学校又は中学校の学習指導要領に基づいて編成しますが，子どもの

障害の状態等によっては，特別支援学校の学習指導要領を参考にして，特別の教育課程を編成するこ

とができます。教育課程の編成に当たっては，今後の進学や将来を見通した上で保護者と合意形成を

図ったり，指導の継続性に配慮したりしながら，方針を明確にして進めることが大切です。

◎特別の教育課程

目標及び内容 交流及び共同学習

・当該各学年より前の各学年の目標及び ・特別支援学級の子どもと通常の学級の子どもが互い

内容に替えることができます。 を正しく理解し，共に助け合い，支え合っていくこ

・知的障害がある場合は，知的障害特別 との大切さを学ぶことができる学習です。特別支援

支援学校小・中学部の各教科の目標及 学級の担任は，通常の学級の担任と連携を密にして

び内容に替えることができます。 年間指導計画を作成し，計画的に実施します。

自立活動の指導

・一人一人の子どもが自立を目指し，障害による学習上又は生活上の困難を主体的に

改善・克服するための知識，技能，態度及び習慣を身に付けるための領域です。

・授業時間を特設して行う自立活動の時間における指導のほか，各教科等の指導と密

接な関連を図るなど，学校の教育活動全体を通じて指導を行う必要があります。

・自立活動の時間や各教科等を合わせた指導を設定する場合は，他の時数を削減する

ことになるので，子どもにとって必要な学習を考慮し，適切な時数を配当します。

＊自立活動について「2019年度 中央地区の教育」の参考資料をご参照ください。ＱＲコードから閲覧できます。

◎特別支援学級の時間割の例 ☆印は交流及び共同学習

【知的障害がある場合（小学校３年，５年が在籍）】

月 火 水 木 金

１
３年

日常生活の指導（係活動，朝の会 等）
５年

２
３年 国語 算数 国語 算数 国語

５年 国語 算数 国語 算数 国語

３
３年 図工☆

生活単元学習
総合☆

生活単元学習
音楽☆

５年 自立活動 体育☆ 図工☆

４
３年 図工☆

生活単元学習
生活単元学習

生活単元学習
体育☆

５年 体育☆ 音楽☆ 図工☆

５
３年 算数 外国語活動 体育☆ 自立活動

生活単元学習
５年 音楽☆ 外国語 算数 総合☆

６
３年 音楽☆ 生活単元学習

生活単元学習
５年 特活☆ 国語 総合☆

日常生活の指導（清掃，帰りの会 等）

【知的障害がない場合（小学校２年，６年が在籍）】

月 火 水 木 金

１
２年 国語 国語 国語 国語 生活☆

６年 理科☆ 理科☆ 社会☆ 国語 総合☆

２
２年 音楽☆ 国語 国語 算数 生活☆

６年 外国語 国語 理科☆ 算数 総合☆

３
２年 体育☆ 自立活動 図工☆ 音楽☆ 算数

６年 自立活動 音楽☆ 家庭☆ 図工☆ 算数

４
２年 算数 生活☆ 図工☆ 体育☆ 国語

６年 算数 社会☆ 家庭☆ 図工☆ 国語

５
２年 学活☆ 算数 算数 道徳 自立活動

６年 学活☆ 算数 算数 道徳 体育☆

６
２年 国語

６年 体育☆ 自立活動 音楽☆ 社会☆

特別支援教育 特別支援学級における特別の教育課程

◇各教科等を合わせた指導

・行うことはできません。

◇各教科，道徳科，外国語活動，特別

活動，総合的な学習の時間

・小・中学校に準ずるため，特定の

教科や領域の時間の全部を自立活

動の時間に替えることはできませ

ん。

◇中学校の場合

・当該教科の免許状を所有している

教員が授業を行います。

◇各教科等を合わせた指導（日常生活

の指導，遊びの指導，生活単元学習，

作業学習）

・各教科，道徳科，外国語活動，特

別活動及び自立活動の一部又は全

部を合わせて指導を行うことがで

きます。

・総合的な学習の時間は，各教科等

を合わせた指導として行うことは

できません。

【時間割作成上の留意点】
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「交流及び共同学習」は、特別支援学級の子どもと通常の学級の子どもが互いを正し

く理解し、共に助け合い、支え合っていくことの大切さを学ぶことができる学習です。

相互の触れ合いを通じて豊かな人間性を育むことを目的とする交流の側面と、各教科

等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面があり、この二つの側面を分かちがたい

ものとして捉え、「交流及び共同学習」を推進していく必要があります。

◎主なねらい ＊過去の「中央地区の教育」における特別支援教育の参考資料は、ＱＲコードから閲覧できます。

特別支援学級の子ども 通常の学級の子ども

・集団生活を通して、社会性を身に付ける。 ・障害について正しく理解する。

・全校集会など、より大きい集団の中で、幅 ・相手の気持ちを考えて行動する意識が

広い人間関係を学ぶ。 高まる。

・同年代の子ども同士の集団の中で、対人関 ・一人一人の違いを認め、それぞれが精

係のスキルや言葉などを学ぶ。 一杯努力することの大切さを知る。

・認められたり、成就感が得られたりする経 ・仲間として、互いに認め合おうとする

験を通して、意欲や自信をもつ。 気持ちをもつ。

◎校内における「交流及び共同学習」の方法や内容

○清掃、給食、休み時間、行事などの活動を交流学級や特別支援学級で共に行う。

○朝・帰りの会や、特定の教科、興味・関心のもてる単元及び題材の学習を交流学級で共に行う。

○交流学級の子どもが、特別支援学級の学習（生活単元学習の発表会など）に参加する。

◎校内における「交流及び共同学習」を行う際に配慮する点

○特別支援学級の子どもの実態、本人・保護者の願いなどを十分に考慮する。

○年度当初に、教職員、保護者など関係者間で「交流及び共同学習」の意義やねらい

などについて共通理解し、活動を無理なく継続的に行うための年間計画を作成する｡

○特別支援学級及び交流学級の担任が連携を密にする。

例）・特別支援学級及び交流学級の子どもの実態を共通理解し、学習内容や授業の進め方などを確認する。

・各教科等のねらいや、特別支援学級及び交流学級の子どもが主体的に取り組むための支援を共有する。

・相互理解がどのように進んだか、各教科等の学習においてどのような力が身に付いたかを評価する。

○互いの違いを認め合い、支え合う集団づくりをする。

例）・「一人一人が違ってもよい」ことや「一人一人が大切な存在である」ことを伝える。

・発達の段階に応じた伝え方で、特別支援学級の子どもへの協力の仕方や障害などについて理解を促す。

・教師が関わり方のモデルになる。

・特別支援学級の子どもへの関わり方を伝えたり、望ましい関わり方を見付けて集団全体に広げたりする。

○特別支援学級の子どもと、気持ちの表現や行動の仕方などについて一緒に考える。

○事故防止に努め、活動が子どもの負担過重にならないようにする。

◎校内における「交流及び共同学習」の授業

「交流及び共同学習ガイド」（平成３１年３月文部科学省）には、障害種別に配慮することが、

小学校及び中学校学習指導要領解説（平成２９年７月）には、各教科等における障害のある子ども

への配慮についての具体例が記載されています。障害種別に応じた支援や合理的配慮を充実させる

ことが、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた、全ての子どもが分かりやすい授業につなが

ります。授業づくりの考え方の例（知的障害と自閉症の子どもが在籍）を以下に示します。

＋

特別支援教育 交流及び共同学習

全ての子どもが分かりやすい授業

○障害種別に応じた支援の例（一部）

・知的障害：言葉による指示だけでなく、絵や写真等
を用いたり、モデルを示したりする。

・自 閉 症：聴覚や視覚、触覚等の過敏さを踏まえて、

環境を整備する。
（「交流及び共同学習ガイド」から抜粋）

○各教科等における合理的配慮の例（理科）

・自然の事物・現象を観察する活動において、

時間をかけて観察することが難しい場合

観察するポイントを示したり、ＩＣＴ教材

を活用したりする。
（「小学校学習指導要領解説理科編」から抜粋）
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